
まちのデータ
（平成 26 年 10 月末日現在）

人口 27,468 人

男 12,925 人

女 14,543 人

10,380 世帯

交通事故発生件数
（10月中、物損、高速含む）

有田川町 69 件
死者 0 人　負傷 20 人

湯浅警察署調べ

吉 備 庁 舎

52－2111金 屋 庁 舎
清水行政局

お問い合わせ
城 山 出 張 所 23－0001
粟 生 連 絡 所 22－0351
五 郷 出 張 所 22－0254
安 諦 出 張 所 26－0001
水 道 課 52－ 5356
Ａ Ｌ Ｅ Ｃ 52－4730

環 境 セ ン タ ー 52－5384
プラスチック収集場 52－ 7855
休 日 急 患 診 療 所 52－4882
有 田 聖 苑 52－3055
子育て支援センター {52－ 5474090-7966-1697
有田川町少年センター 52－ 8744

制 

度

◆
◆
◆

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

一
定
以
上
の
障
害（
※
）の
あ
る
65
歳
以

上
74
歳
以
下
の
方
は
申
請
に
よ
り
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
一
定
以
上
の
障
害
と
は
以
下
の
内
容
と

な
り
ま
す
。

①
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
1

級
及
び
2
級

②
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
・
3
級

お
よ
び
4
級
の
次
の
障
害

・
音
声
言
語
機
能
の
著
し
い
障
害

・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く

・
下
肢
の
下
腿
2
分
の
1
以
上
欠
く

・
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
及
び
2
級

④
療
育
手
帳
A
1
及
び
A
2

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
／
吉
備
庁
舎
住

民
課　

金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
清

水
行
政
局
住
民
福
祉
室

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

11
月
下
旬
か
ら
12
月
上
旬
に
か
け
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
し
た
場

合
、
１
か
月
の
自
己
負
担
額
が
２
０
０
円

以
上
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
方
を
対

象
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
使
用
促
進
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

患
者
負
担
の
軽
減
や
医
療
保
険
財
政
の

改
善
の
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

使
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
お
薬
に
よ
っ
て
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
へ
の
切
り
替
え
が
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。
か
か
り
つ
け
の
医
師
又

は
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
後
発
医
薬
品
利
用
差
額

通
知
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
‐

５
３
‐
０
０
０
６
（
通
話
無
料
）

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
７
３
‐
４
２
８
‐
６
６
８
８

手 

当

◆
◆
◆

「
児
童
扶
養
手
当
法
」の
一
部
が
改
正

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
（
遺
族
年
金
・

障
害
年
金
・
老
齢
年
金
・
労
災
年
金
・
遺

族
補
償
な
ど
）
を
受
給
す
る
方
は
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

平
成
26
年
12
月
以
降
は
年
金
額
が
児
童
扶

養
手
当
よ
り
低
い
方
は
、
そ
の
差
額
分
の

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
出
来
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
と
は
…
離
婚
な
ど
に
よ

る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安

定
・
自
立
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
養
育
さ
れ
て

い
る
子
ど
も
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

●
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
手
当
を
受

け
ら
れ
る
場
合

・
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
祖
父
母
な

ど
が
、
低
額
の
老
齢
年
金
を
受
給
し
て

い
る
場
合

・
父
子
家
庭
で
、
お
子
さ
ん
が
低
額
の
遺
族

厚
生
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
場
合

・
母
子
家
庭
で
、離
婚
後
に
父
が
死
亡
し
、

お
子
さ
ん
が
低
額
の
遺
族
厚
生
年
金
の

み
を
受
給
し
て
い
る
場
合
な
ど

※
参
考
：
児
童
扶
養
手
当
の
月
額
（
平
成

26
年
４
月
～
）

・
子
ど
も
１
人
の
場
合

　

全
部
支
給
４
１
，０
２
０
円
・
一
部
支
給

４
１
，０
１
０
円
～
９
，
6
8
0
円

　
（
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）

・
子
ど
も
２
人
以
上
の
加
算
額

　

２
人
目
5
，0
0
0
円
、
３
人
目
以
降

１
人
に
つ
き
3
，0
0
0
円

●
支
給
開
始
日

手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
開
始

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
公
的

年
金
受
給
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
の
う

ち
、
平
成
26
年
12
月
１
日
に
支
給
要
件
を

満
た
し
て
い
る
方
が
平
成
27
年
３
月
ま
で

に
申
請
し
た
場
合
は
、
平
成
26
年
12
月
分

の
手
当
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
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